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本部港中長期計画(仮称)の策定に係る背景と目的等について
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〇経緯

平成12年８月24日北部振興並びに移設先及び周辺地域振興に関する基本
方針（北部振興協議会）

平成12年８月25日特定地域振興重要港湾に選定（運輸省(現国土交通省)）
沖縄県北部地域の振興の拠点となる港湾

平成14年３月北部拠点港湾の位置選定（県）
本部港本部地区(旧本港地区」

平成16年３月本部港港湾振興ビジョン策定（県）

平成18年３月全体計画図を変更（県）

平成18年３月31日港湾区域の変更（県）
旧渡久地港、旧瀬底港、旧浜崎港を旧本部港に編入

平成18年７月24日港湾名の変更（県）
旧本部港 → 本部港 本部地区
旧渡久地港→ 本部港 渡久地地区
旧浜崎港 → 本部港 浜崎地区
旧瀬底港 → 本部港 瀬底地区

平成23年緑地(県)、冷凍冷蔵倉庫(本部町)の整備完了

平成26年耐震強化岸壁整備完了(県)

平成27年上屋整備完了(県)

平成30年防波堤(沖)整備完了(県)

令和４年クルーズバース整備事業完了(県) 

※整備済み施設は主な施設を記載。

渡久地地区(旧垣内地区)

渡久地地区(旧エキスポ地区)

渡久地地区(旧本港地区)

本部地区(旧本港地区)

本部地区(旧塩川地区)

瀬底地区

浜崎地区

〇本部港中長期計画(仮称)の対象港湾（赤字）

「ビジョン」
本部地区(旧本港地区)

「本部港中長期計画(仮称)」
４地区７箇所

〇対象港湾の比較

これまでの本部港の整備は、それぞれの港において、利用状況等に

応じ整備を進めてきた。

その内、本部港本部地区(旧本港地区)は、「活力ある地域経済を目

指す産業の振興」及び「産業振興のための基盤整備」へ寄与すること

を目指し、北部拠点港湾として整備等に取り組んできた。※括弧書きの

２点は「北部振興並びに移設先及び周辺地域振興に関する基本方針」。

本部港本部地区(旧本港地区)では、港湾を活用した地域の振興・活

性化の方針及び方策、そのために必要な港湾施設の整備内容等を定め

た「本部港港湾振興ビジョン」(以下、「ビジョン」と表記)を策定し

ている。ビジョンでは、以下の３点を掲げている。

①北部地域にある港湾の地域特性を踏まえ、圏域内外との物流機能

強化のための拠点整備並びに国内外クルーズ船の寄港による交流

機会の促進を図る。

②ゆとりや潤いのある地域づくり、地域の文化や産業の育成に貢献

していく港湾の整備を図る。

③北部地域の安全・安心を支えるため防災及び災害時に対応が図れ

る港湾の整備を図る。

ビジョン策定から、20年が経過し、本部港を取り巻く環境の変化や、

ビジョン等で掲げた取り組み方策・方針の一部推進などを踏まえ、新

たに中長期的な計画を策定する。

なお、本計画においては、平成18年に本部港が４地区７箇所へ再編

されていること、本部港全体を対象とした有効な機能分担の可能性を

探ることから、対象を４地区７箇所へ拡充する。



本部港中長期計画(仮称)検討委員会

本部港中長期計画(仮称)の策定にあたっては、港湾関係者に加え、環境や観光など様々な分野の有識者による検討委
員会を設置し、これまでに計３回の委員会を実施し、検討を行っている。
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委員名簿 検討経緯

第１回検討委員会令和６年６月３日

検討委員会の進め方について、本部港及び本部港

を取り巻く現状等について

第２回検討委員会令和７年１月21日

方向性、基本理念、【中間報告】将来像、基本戦

略、主要施策、取り組み、空間利用計画（ゾーニ

ング）(案)

第３回検討委員会令和７年10月27日

将来像、基本戦略、主要施策、取り組み、空間利

用計画（ゾーニング）(案)

令和７年12月５日～令和８年１月９日

北部12市町村意見照会、パブリックコメント

第４回検討委員会令和８年２月予定

公表令和８年３月予定


